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司
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一
、
は
じ
め
に

禅
宗
文
化
に
お
い
て
便
所
は
重
要
な
地
位
を
占
め
る
。
七
堂
伽
藍
と
は
寺
院
の
具
有
す
べ
き
堂

宇
の
総
称
で
あ
る
が
、
禅
宗
で
は
浴
室
と
並
ん
で
東
司
（
便
所
）
を
七
堂
の
一
つ
と
数
え
た
。
こ

れ
は
、
禅
宗
の
思
想
が
看
経
読
経
や
祈
祷
儀
礼
の
み
な
ら
ず
日
常
生
活
を
特
に
重
視
し
た
こ
と
を

端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
が
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、
道
元
禅
師
が
『
正
法
眼
蔵
』
に
「
洗

浄
」
を
著
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の
章
は
安
世
高
訳
『
大
比
丘
三
千
威
儀
』
や
宗
賾
集
『
禅

苑
清
規
』
を
引
用
し
な
が
ら
、
大
小
便
の
威
儀
作
法
や
爪
切
り
・
剃
髪
な
ど
の
洗
浄
の
意
義
と
重

要
性
等
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
大
小
便
の
作
法
に
つ
い
て
は
、
便
所
内
に
至
っ
て
左
手

で
扉
を
閉
め
る
こ
と
、
立
っ
た
ま
ま
槽
に
向
か
っ
て
三
回
弾
指
す
る
こ
と
、
そ
の
時
左
手
は
拳
で

左
腰
に
つ
け
る
こ
と
、
便
所
を
汚
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
壁
に
落
書
き
を
し
な
い
こ
と
等
、
動

作
の
一
々
を
非
常
に
細
か
に
規
定
し
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
道
元
禅
師
の
思
想
の
神
髄
、
す
な

わ
ち
威
儀
即
仏
法
と
い
う
日
常
修
行
自
体
を
重
ん
ず
る
姿
勢
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
禅
宗
で
は
現
在
、
便
所
の
こ
と
を
東
司
（
と
う
す
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
表
現

は
件
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
も
出
る
も
の
で
あ
る
。
日
本
語
で
便
所
を
意
味
す
る
言
葉
の
中
で
禅
宗

由
来
と
思
し
き
も
の
に
は
東
司
の
他
に
、
雪
隠
（
せ
つ
い
ん
、
せ
っ
ち
ん
）、
後
架
（
こ
う
か
）

な
ど
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
辞
書
類
を
確
認
す
る
と
東
司
及
び
雪
隠
に
は
そ
の
語
源
と
し
て
そ
れ

ぞ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
出
典
が
不
明
な
説
や
明
ら
か
な
誤
謬
も
あ
る
。

便
所
は
禅
宗
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
便
所
が
忌
避
さ
れ
る
性
質
を
持

つ
も
の
で
あ
る
た
め
、
充
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
各
々
の
辞

書
の
記
述
を
整
理
し
、
そ
の
出
典
を
文
献
学
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
説
あ
る
東
司
と

雪
隠
の
語
源
と
そ
れ
ぞ
の
語
の
展
開
に
つ
い
て
整
理
検
討
し
た
い
。
語
源
を
検
討
す
る
こ
と
は
言

語
学
的
意
義
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
禅
宗
文
化
の
変
遷
や
、
文
献
の
成
立
年
代
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
語
源
の
研
究
に
お
い
て
、
説
を
一
つ
に
確
定
さ
せ
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ

る
。
例
え
ば
、
早
い
用
例
を
発
見
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
時
代
に
そ
の
用
語
が
使
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
の
由
来
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

便
所
の
性
質
上
、
こ
の
言
葉
は
日
常
生
活
に
非
常
に
密
着
し
て
い
る
た
め
、
文
献
に
は
残
り
に
く

く
、
か
つ
変
化
も
起
き
や
す
く
、
ま
た
不
浄
の
場
と
し
て
忌
避
さ
れ
も
す
る
の
で
、
例
え
ば
お
手

洗
い
や
化
粧
室
の
よ
う
に
婉
曲
的
表
現
を
用
い
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

正
確
に
把
握
す
る
の
は
難
し
い
。
こ
の
よ
う
な
語
源
探
求
の
困
難
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
資
料
を
整

理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
混
沌
と
し
て
い
る
こ
れ
ら
用
語
の
説
を
整
理
す
る
こ
と
を
目
標
と

す
る
。

本
論
で
現
在
の
諸
説
を
ま
と
め
る
意
味
に
お
い
て
参
照
し
た
主
な
文
献
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

辞
典
類
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版
）、『
広
辞
苑
』（
第
六
版
）、『
日
本
大
百
科
全
書
』、

中
村
元
『
仏
教
語
大
辞
典
』、『
大
漢
和
辞
典
』、『
漢
語
大
詞
典
』、『
中
文
大
辞
典
』、『
新
版
禅
学

大
辞
典
』、『
岩
波
仏
教
辞
典
』、『
織
田
仏
教
大
辞
典
』、『
禅
宗
辞
典
』、『
望
月
仏
教
大
辞
典
』、『
広

説
仏
教
語
大
辞
典
』、『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』、『
仏
教
大
辞
彙
』、
無
著
道
忠
『
禅
林
象
器
箋
』、

及
び
便
所
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
成
果
で
あ
る
李
家
正
文
『
厠
考
』。
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二
、
東
司
の
語
源
に
つ
い
て

東
司
と
は
禅
宗
に
お
い
て
現
在
で
も
通
常
使
用
さ
れ
る
、
便
所
を
意
味
す
る
語
彙
で
あ
る
。
現

在
の
辞
典
類
に
お
い
て
こ
の
語
の
語
源
と
し
て
は
主
に
次
の
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
括
弧
内
に
は

そ
の
説
の
主
要
な
典
拠
を
記
す
。

①
東
序
の
使
う
便
所
を
東
司
あ
る
い
は
東
浄
（
と
う
ち
ん
）、
西
序
の
使
う
便
所
を
西
浄
（
せ

い
ち
ん
）
と
言
い
、
転
じ
て
東
司
が
便
所
の
通
称
と
な
っ
た
。（『
禅
林
象
器
箋
』）

②
郭
登
と
い
う
厠
神
か
ら
の
転
訛
。（『
禅
林
象
器
箋
』、『
大
漢
和
辞
典
』）

③
除
穢
明
王
が
東
に
居
し
護
法
す
る
こ
と
に
よ
り
便
所
が
東
に
建
て
ら
れ
た
か
ら
。（『
禅
宗
辞

典
』）

④
唐
代
に
用
い
ら
れ
た
洛
陽（
東
都
）の
官
署（
司
）を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
る
東
司
の
戯
言
。（『
漢

語
大
詞
典
』、『
張
協
状
元
詞
彙
研
究
』）

初
め
に
こ
れ
ら
の
解
釈
を
一
つ
ず
つ
検
討
し
て
み
た
い
。

日
本
の
仏
教
辞
典
の
多
く
は
基
本
的
に
無
著
道
忠
の
『
禅
林
象
器
箋
』
を
基
礎
に
解
釈
を
施
し

て
い
る
。
①
と
②
は
同
書
に
出
る
解
釈
で
あ
る
。

『
禅
林
象
器
箋
』は
便
所
に
関
わ
る
項
目
と
し
て
、殿
堂
門
に「
浄
頭
寮
」、「
西
浄
」、「
東
浄
」、「
東

司
」
を
立
項
し
、
職
位
門
に
便
所
掃
除
の
役
と
し
て
「
浄
頭
」
と
「
持
浄
」
を
立
項
す
る
。
こ
の

中
で
『
禅
林
象
器
箋
』
は
西
浄
と
東
浄
を
一
対
の
概
念
と
見
做
し
、
西
序
の
便
所
を
西
浄
、
東
序

の
便
所
を
東
浄
と
称
し
、
東
司
は
東
浄
の
別
称
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
施
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

便
所
の
用
語
と
し
て
初
め
に
東
序
の
東
浄
、
西
序
の
西
浄
が
あ
り
、
東
浄
＝
東
司
で
あ
る
と
主
張

す
る
。
そ
し
て
、
無
著
道
忠
は
東
司
が
便
所
の
総
称
と
す
る
の
は
実
は
訛
言
（
な
ま
り
）
で
あ
る

と
す
る
。
そ
こ
で
引
用
す
る
の
が
次
に
見
る
大
慧
『
宗
門
武
庫
』
の
一
節
で
あ
る
。

銭
弋
郎
中
が
真
浄
克
文
を
訪
ね
た
折
、
話
が
長
く
な
り
、
溷
（
便
所
）
に
行
き
た
く
な
っ
た
。

真
浄
は
行
者
に
西
側
か
ら
案
内
さ
せ
た
。
銭
弋
は
突
然
言
っ
た
。「
東
司
と
い
う
の
に
、
ど

う
し
て
西
に
向
か
う
の
で
す
か
。」
真
浄
は
言
っ
た
。「
ど
の
く
ら
い
の
人
が
東
の
方
に
も
と

め
る
で
し
ょ
う）

2
（

。」 

『
禅
林
象
器
箋
』
の
文
脈
に
お
い
て
同
書
が
こ
の
文
を
引
用
す
る
の
は
、
東
司
が
も
と
も
と
便

所
の
総
称
で
は
な
く
東
に
あ
る
便
所
を
意
味
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
確

か
に
、
銭
弋
は
東
司
に
行
く
の
に
西
に
向
か
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
真
浄
に
質
問
を
し
て
お

り
、
真
浄
の
答
え
も
東
司
が
東
に
あ
る
こ
と
を
前
提
に
こ
の
よ
う
な
答
え
を
し
た
も
の
と
解
釈
で

き
る
。
し
か
し
こ
の
場
面
で
の
「
東
司
」
を
便
所
の
総
称
で
は
な
い
と
解
釈
し
た
り
、「
西
司
」

に
対
す
る
意
味
で
の
東
の
便
所
で
あ
る
と
解
釈
し
た
り
し
て
よ
い
か
は
検
討
を
要
す
る
。
例
え
ば

「
東
司
」
と
い
う
言
葉
尻
を
捉
え
て
、
銭
弋
が
真
浄
に
東
と
つ
く
東
司
に
行
く
の
に
な
ぜ
西
に
向

か
う
の
か
と
質
問
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
文
中
の
東
司
の
語
義
を
正
確

に
確
定
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
「
西
司
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
な
い

以
上
、
こ
の
時
点
で
東
司
が
東
に
あ
る
便
所
と
い
う
意
味
や
、
東
序
の
使
う
便
所
と
い
っ
た
意
味

を
示
し
て
い
た
か
は
こ
の
文
章
だ
け
で
は
不
明
で
あ
る
。
後
述
の
『
五
山
十
刹
図
』
や
延
祐
四
年

（
一
三
一
七
）
成
立
の
『
幻
住
庵
清
規
』
を
見
れ
ば）

3
（

、
後
に
な
れ
ば
「
東
浄
」「
西
浄
」
が
東
西
の

便
所
を
意
味
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、「
東
浄
」
と
「
西
浄
」
の
用

例
は
「
東
司
」
よ
り
遅
く
、
東
司
と
対
す
べ
き
「
西
司
」
の
用
例
は
見
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
そ

の
本
義
に
お
い
て
「
東
司
」
を
「
東
浄
」
の
別
称
と
解
釈
し
、「
東
浄
」（
東
序
の
便
所
）「
西
浄
」

（
西
序
の
便
所
）の
義
を
語
源
と
す
る『
禅
林
象
器
箋
』の
解
釈
の
妥
当
性
は
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

②
の
説
は
同
じ
く
『
禅
林
象
器
箋
』
に
『
事
物
異
名
』
が
引
か
れ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
無
著
道
忠
は
こ
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。
一
方
、『
中
文
大
辞
典
』
や
『
大
漢
和
辞
典
』
は

こ
の
説
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
の
説
が
何
に
由
来
す
る
の
か
の
説
明
は
な
い
。

③
は
『
禅
宗
辞
典
』
に
出
る
説
で
、
烏
瑟
沙
摩
明
王
（
穢
跡
金
剛
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
除
穢

明
王
が
東
に
居
住
し
た
こ
と
か
ら
東
司
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
当
書
で
は
出
典
を

示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
現
在
、
日
本
の
禅
宗
寺
院
等
に
お
い
て
祀
ら
れ
る
烏
瑟
沙
摩
明
王
と

便
所
と
の
関
係
は
、
実
は
中
国
に
お
い
て
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い）

4
（

た
め
、
こ
の
説
の
妥
当
性
は
低

い
と
思
わ
れ
る
。

④
は
郭
作
飛
著『
張
協
状
元
詞
彙
研
究
』に
出
る
説
で
あ
る）

5
（

。こ
の
説
の
由
来
は
、『
漢
語
大
詞
典
』

に
お
い
て『
張
協
状
元
』を「
東
司
」項
の
第
一
の
用
例
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
よ
る
。『
張
協
状
元
』

と
は
中
国
の
戯
曲
の
名
称
で
、
宋
代
か
ら
明
代
中
期
ま
で
続
い
た
南
戯
（
雑
劇
の
一
つ
）
の
発
展

期
の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
南
宋
初
期
説
か
ら
元
代
以
降
説
ま
で
さ
ま
ざ
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ま
な
説
が
あ
る
。『
張
協
状
元
詞
彙
研
究
』
は
『
漢
語
大
詞
典
』
が
「
東
司
」
の
第
一
用
例
を
『
張

協
状
元
』
と
す
る
こ
と
か
ら
、「
東
司
」
の
初
出
を
『
張
協
状
元
』
で
あ
る
と
考
え
、『
張
協
状
元
』

の
セ
リ
フ
の
中
で
、
東
司
は
丑
角
（
道
化
の
役
）
の
語
と
し
て
出
る
こ
と
か
ら
戯
言
で
あ
る
と
推

測
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
『
漢
語
大
詞

典
』
が
禅
宗
典
籍
を
全
く
採
用
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。『
張
協
状
元
』
の
成
立
年
代
の
詳
細
は

不
明
で
あ
る
と
は
言
え
早
く
と
も
南
宋
代
で
あ
る
一
方
、
禅
宗
典
籍
で
は
北
宋
代
の
テ
キ
ス
ト
に

も
「
東
司
」
の
用
例
は
確
認
で
き
る
。
よ
っ
て
『
張
協
状
元
』
が
「
東
司
」
の
語
の
初
出
と
は
言

え
ず
、
こ
の
説
の
可
能
性
も
低
い
。

こ
こ
で
東
司
の
初
出
文
献
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
東
司
と
い
う
言
葉
は
唐
か
ら
宋
初
の

禅
宗
文
献
に
は
現
れ
な
い
。
ま
た
、『
唐
五
代
語
言
詞
典
』
に
は
立
項
さ
れ
な
い
が
、『
宋
代
語
言

詞
典
』に
は
立
項
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
は
こ
の
語
が
宋
代
か
ら
使
用
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

道
誠
『
釈
氏
要
覧
』
に
は
「
屏
厠
」
の
項
に
「
現
在
、南
方
の
釈
氏
は
東
司
と
呼
ん
で
い
る
が
、

そ
の
典
拠
を
見
な
い）

6
（

」
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
証
言
は
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
釈
氏
要
覧
』
が

著
さ
れ
た
時
代
に
は
南
方
の
僧
は
東
司
と
言
葉
を
使
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
普
遍
的
に
は
用
い
ら

れ
て
お
ら
ず
、
典
故
は
不
明
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
道
誠
の
生
没
年
は
未
詳
だ
が
、『
釈
氏
要
覧
』

の
巻
頭
の
崔
育
林
の
序
文
の
年
記
は
天
禧
四
年
（
一
〇
二
〇
）、
巻
末
の
王
随
の
後
序
の
年
記
は

天
聖
甲
子
（
天
聖
二
年
・
一
〇
二
四
）
で
あ
る
。
道
誠
は
浙
江
銭
塘
の
人
で
、
最
初
開
封
に
て
京

寺
講
経
論
賜
紫
沙
門
の
任
に
あ
っ
た
が
、
帰
郷
し
十
年
ほ
ど
故
郷
の
龍
華
寺
や
月
輪
山
寺
に
て
蔵

経
を
読
ん
だ
。『
釈
氏
要
覧
』
は
天
禧
三
年
の
真
宗
の
普
度
に
当
た
っ
て
、
僧
尼
の
数
が
激
増
し

た
た
め
、
道
誠
は
新
入
の
者
の
教
育
の
た
め
に
を
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

7
（

。「
南
方
釈
氏
」
が
江

南
地
域
を
指
す
の
か
そ
れ
と
も
江
南
よ
り
も
南
方
を
指
す
の
か
、必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

こ
れ
は
東
司
の
語
が
北
宋
代
に
使
わ
れ
始
め
た
南
方
の
方
言
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

ち
な
み
に
、『
洞
上
伽
藍
雑
記
』
で
は
「
中
国
の
南
方
で
は
み
な
東
司
と
呼
ぶ
が
、
そ
の
根
拠
は

不
明）

8
（

」
と
東
司
の
語
源
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
こ
と
を
記
述
す
る
が
、
こ
れ
は
『
釈
氏
要
覧
』

の
説
に
従
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
ま
た
、
横
山
秀
哉
氏
も
こ
の
説
を
採
っ
て
い
る）

9
（

。

『
大
漢
和
辞
典
』
に
お
い
て
東
司
の
用
例
と
し
て
初
め
に
引
用
さ
れ
る
の
は
、『
伝
灯
録
』
の

趙
州
従

（
七
七
八
―
八
九
七
）
と
文
遠
の
問
答
で
、
趙
州
が
言
う
「
東
司
上
不
可
与
汝
説
仏
」

と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
有
名
で
あ
り
、道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
浄
」
に
も
引
か
れ
、『
趙

州
録
』に
も
一
部
漢
字
が
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
見
ら
れ
る
語
で
あ
る）

10
（

。
し
か
し
、『
大
漢
和
辞
典
』

が
主
張
す
る
『
伝
灯
録
』、
つ
ま
り
『
景
徳
伝
灯
録
』
の
趙
州
章
に
こ
の
言
葉
は
現
れ
な
い
。
の

み
な
ら
ず
、
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
成
立
の
『
景
徳
伝
灯
録
』
自
体
に
東
司
と
い
う
言
葉
は
使

用
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
『
景
徳
伝
灯
録
』
が
成
立
し
た
時
点
で
東
司
と
い
う
言
葉
が
一
般
的

で
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
『
大
漢
和
辞
典
』
の

引
用
は
誤
植
の
可
能
性
が
あ
る
。『
趙
州
録
』
は
『
宋
高
僧
伝
』
の
編
ま
れ
た
北
宋
初
期
に
は
す

で
に
存
在
し
た
ら
し
い
が
、現
行
の
版
本
は
紹
興
八
―
九
年（
一
一
三
八
―
一
一
三
九
）刊
行
の『
古

尊
宿
語
要
』
収
録
の
版
本
で
あ
る
。
趙
州
の
語
録
が
収
録
さ
れ
る
灯
史
に
は
『
祖
堂
集
』、『
景
徳

伝
灯
録
』、『
聯
灯
会
要
』
等
が
あ
る
が
、
こ
の
語
が
出
る
の
は
淳
熙
一
六
年
（
一
一
八
九
）
刊
の

『
聯
灯
会
要
』
か
ら
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、「
東
司
上
不
可
与
汝
説
仏
」
の
語
が
出
る

の
は
大
慧
宗
杲（
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
）の
語
録
類（『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』、『
宗
門
武
庫
』、『
正

法
眼
蔵
』、『
年
譜
』
等
）
が
最
初
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
趙
州
の
東
司
の
話
は
そ
の
こ
ろ
添
加
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
、
東
司
の
初
出
文
献
に
つ
い
て
、
こ
の
語
が
『
釈
氏
要
覧
』

よ
り
早
い
と
は
言
え
な
い
。

Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
を
用
い
て
禅
宗
文
献
に
お
け
る
東
司
の
語
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
北
宋
末
期

頃
の
も
の
か
ら
そ
の
用
例
を
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
長
蘆
宗
賾
『
禅
苑
清
規
』（
崇
寧
二
年

〔
一
一
〇
三
〕
序
刊
、
嘉
泰
二
年
〔
一
二
〇
二
〕
再
刊
）、
大
慧
宗
杲
の
上
述
の
著
作
、
瞎
堂
慧
遠

（
一
一
〇
三
―
一
一
七
六
）『
仏
海
瞎
堂
禅
師
広
録
』、
済
顛
道
済
（
一
一
五
〇
―
一
二
〇
九
）『
銭

塘
湖
隠
済
顛
禅
師
語
録
』（
東
廝
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
東
廁
と
の
表
現
も
あ
る
）
で
あ
る
。
ま
た
、

道
元
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
）『
正
法
眼
蔵
』
に
も
東
司
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
は
『
釈

氏
要
覧
』
の
「
南
方
の
釈
氏
」
が
用
い
た
と
い
う
説
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
が
、『
禅
苑
清
規
』

に
つ
い
て
は
例
外
で
、
宗
賾
は
北
方
の
人
で
同
じ
く
北
方
の
真
定
府
に
て
こ
れ
を
著
し
た
と
さ
れ

る
か
ら
、
こ
れ
に
関
し
て
は
判
断
を
保
留
し
た
い
。

『
五
山
十
刹
図）

11
（

』
に
も
東
司
の
語
は
記
載
さ
れ
る
。『
五
山
十
刹
図
』
は
徹
通
義
介
（
一
二
一
九

―
一
三
〇
九
）
の
書
写
将
来
と
さ
れ
、
大
乗
寺
に
そ
の
原
本
は
所
蔵
さ
れ
る
。
横
山
秀
哉
氏
は
こ

の『
五
山
十
刹
図
』に
つ
い
て
、そ
の
成
立
を
淳
祐
七
年（
一
二
四
七
）か
ら
宝
祐
四
年（
一
二
五
六
）
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で
あ
る
と
し
て
、
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
入
宋
の
徹
通
将
来
説
に
は
検
討
を
要
す
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る）

12
（

。
本
書
で
注
目
す
べ
き
は
、「
諸
山
額
集
」
と
し
て
、扁
額
の
名
称
を
記
録
す
る
中
に
、

「
東
司　

東
浄　

西
浄
」
と
記
録
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
東
浄
・
西
浄
と
並
び
称
さ
れ
る
の
は
こ

の
資
料
が
初
出
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
記
録
は
東
司
が
便
所
の
総
称
で
あ
り
、そ
の
扁
額
に「
東
浄
」

及
び
「
西
浄
」
の
名
称
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、『
五
山
十
刹
図
』
の
「
天
童
山
」

や
「
杭
州
霊
隠
山
」
等
の
伽
藍
図
に
は
東
司
が
東
西
に
複
数
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
東
西

の
ど
ち
ら
の
便
所
も
す
べ
て
東
司
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
録
か
ら「
東
司
」の
初
期
の
流
通
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
語
は『
釈

氏
要
覧
』
に
よ
る
と
北
宋
代
中
期
こ
ろ
か
ら
南
方
よ
り
出
現
し
た
。
そ
れ
は
便
所
の
総
称
と
し
て

用
い
ら
れ
て
お
り
、
東
浄
・
西
浄
と
い
う
語
が
出
現
す
る
の
は
そ
の
後
の
南
宋
代
に
入
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
北
宋
中
期
に
お
い
て
便
所
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
始
め
た
と
思
わ

れ
る
東
司
と
い
う
語
の
含
意
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
浄
」
は
東
司
の
設
置
方
角

に
つ
い
て
『
摩
訶
僧
祇
律
』
を
引
い
て
「
厠
屋
不
得
在
東
在
北
、
応
在
南
在
西
、
小
行
亦
如
是）

13
（

」

と
述
べ
て
お
り
、
道
元
禅
師
に
お
い
て
は
東
司
の
東
が
方
角
を
意
味
す
る
と
の
認
識
は
な
か
っ

た
。
便
所
の
設
置
場
所
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
部
派
仏
教
の
律
書
を
確
認
す
る
と
、『
正
法
眼

蔵
』
の
引
用
す
る
『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
三
四
の
本
文
は
「
今
後
は
廁
屋
を
造
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
廁
屋
は
東
や
西
に
作
っ
て
は
い
け
ず
、
南
や
西
に
作
っ
て
、
風
道
を
開
く
べ
き
だ）

14
（

」
と
さ
れ

る
。
ま
た
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
』
巻
一
〇
や
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
頌
』
巻

三
で
は
厠
は
「
西
北
の
隅
」
に
作
る
こ
と
を
定
め
て
い
る）

15
（

。
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
、
部
派
仏
教
に
お

い
て
便
所
は
部
派
に
よ
っ
て
異
な
る
場
所
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
風
向
き
や
便

所
の
設
置
方
法
な
ど
の
地
域
性
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
中
国
の
状
況
を
見
て
み
る

と
、
道
宣
は
『
四
分
律
行
事
鈔
』
巻
三
で
「
イ
ン
ド
の
伽
藍
の
門
は
東
向
き
で
あ
る
か
ら
、
仏
塔

や
廟
宇
は
み
な
東
向
き
に
開
き
、
か
つ
厨
房
や
廁
は
〔
そ
の
反
対
の
〕
西
南
に
置
く
。
か
の
国
は

北
東
の
風
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
神
州
（
中
国
）
で
は
西
を
尊
ん
で
正
陽
（
南
面
）
と
す
る
。
イ

ン
ド
の
法
に
依
ら
な
く
て
も
よ
い）

16
（

。」
と
す
る
。
文
中
の
「
西
を
尚
ん
で
正
陽
と
為
す
」
の
一
文

の
解
釈
は
難
解
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
か
ら
は
中
国
で
は
便
所
が
律
書
に
拠
ら
ず
に
土
地
の
風
俗

に
よ
っ
て
決
定
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
や
、
少
な
く
と
も
道
宣
に
お
い
て
は
西
以
外
の
方
角
に
建
て

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
具
体
的
に
ど
の
方
角
に
建
て
ら
れ
た

か
は
未
詳
で
あ
る
。
中
国
で
の
便
所
の
設
置
方
角
に
関
し
て
宋
代
の
元
照
『
四
分
律
行
事
鈔
資
持

記
』
巻
三
の
こ
の
部
分
を
注
釈
し
た
次
の
記
述
は
重
要
な
証
言
だ
と
思
わ
れ
る
。「
今
こ
こ
で
の

厨
房
や
廁
は
多
く
東
北
に
あ
る
。
そ
れ
は
南
西
の
風
が
多
い
た
め
で
あ
る）

17
（

。」
こ
こ
で
元
照
は
中

国
（
あ
る
い
は
元
照
の
居
し
た
杭
州
の
意
か
）
で
は
南
西
の
風
が
多
か
っ
た
た
め
、
多
く
は
北
東

の
方
角
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
一
方
、『
禅
苑
清
規
』
等
の
清
規
に
お
い
て
便

所
の
設
置
方
角
に
関
す
る
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
東
司
の
語
は
少
な
く
と

も
イ
ン
ド
仏
教
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

翻
っ
て
『
漢
語
大
詞
典
』
を
見
て
み
る
と
、東
司
の
項
に
は
「
東
廝
と
も
書
き
、便
所
を
示
す
」

と
し
か
記
さ
れ
な
い
が
、「
東
圊
」
の
項
に
は
「
便
所
の
こ
と
。
旧
時
、
便
所
は
多
く
建
物
の
東

の
角
に
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
に
称
さ
れ
る
」
と
記
述
さ
れ
る
。
便
所
が
多
く
建
物
の
東
の
角

に
あ
っ
た
と
い
う
説
の
根
拠
は
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
は
便
所
が
中
国
の
地
勢
的
観
点

か
ら
東
に
設
置
さ
れ
、
東
司
と
い
う
語
も
そ
の
よ
う
な
中
国
の
風
俗
習
慣
に
関
係
す
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

現
代
中
国
語
に
お
い
て
便
所
を
指
す
言
葉
と
し
て
は
多
く
「
厠
所
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

一
部
の
方
言
で
は「
東
司
」が
用
い
ら
れ
て
い
る
。『
漢
語
方
言
大
詞
典
』に
拠
れ
ば
、徽
語
、呉
語
、

贛
語
、
閩
語
に
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
、
南
方
の
方
言
で
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
東
司
と
い
う
語
は
上
述
の
『
張
協
状
元
』
や
明
代
の
馮
夢
龍
『
醒
世
恒
言
』
等
に
も

出
で
、
古
代
民
間
に
お
い
て
も
南
方
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
ま
た

東
司
の
中
国
方
言
由
来
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
次
の
結
論
を
得
る
。
東
司
と
い
う
言
葉
は
『
釈
氏
要
覧
』
に
そ
の

初
出
を
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
意
味
の
典
拠
は
仏
典
に
は
確
認
で
き
ず
、
あ
る
い
は
南
方
地
域
の

方
言
か
ら
出
た
可
能
性
も
あ
る
。
時
期
と
し
て
は
『
釈
氏
要
覧
』
の
書
か
れ
た
一
一
世
紀
初
頭
に

は
南
方
で
す
で
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
北
宋
末
こ
ろ
の
禅
宗
文
献
で
す
で
に
そ
の
用
例
が
確
認
で

き
る
。「
東
浄
」「
西
浄
」
の
語
が
出
て
く
る
の
は
そ
の
後
、『
五
山
十
刹
図
』
が
初
見
で
あ
り
、『
禅

林
象
器
箋
』
の
主
張
す
る
東
浄
＝
東
司
説
、
及
び
東
序
の
使
っ
た
便
所
が
東
司
の
語
源
で
あ
る
と
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す
る
説
は
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
禅
宗
由
来
で
は
な
い
可
能
性

も
あ
り
、
便
所
が
東
方
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
因
る
説
、
及
び
厠
神
郭
登
に
因
る
説
が
可
能
性
と

し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
郭
登
の
説
に
つ
い
て
は
後
考
を
期
し
た
い
。

三
、
雪
隠
の
語
源
に
つ
い
て

雪
隠
と
言
う
言
葉
は
通
常
「
せ
っ
ち
ん
」
と
読
ま
れ
て
い
る
が
、
辞
書
に
よ
っ
て
は
「
せ
つ
い

ん
」
と
も
仮
名
が
送
ら
れ
、
ま
た
な
ま
っ
て
「
せ
ん
ち
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
、
禅
門
で

は
用
い
ら
れ
ず
む
し
ろ
民
間
に
広
く
浸
透
し
、用
い
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』

に
拠
れ
ば
、
こ
の
語
は
『
天
正
本
節
用
集
』
に
見
え
、
近
世
以
前
に
は
す
で
に
日
本
語
に
お
い
て

便
所
を
示
す
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
語
は
中
国
語
に
見
え
て
、
実
は
中
国
に
ト
イ
レ
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
雪
隠
と
い
う
単
語

は
そ
の
用
例
を
確
認
で
き
な
い
。
中
国
の
一
般
の
辞
典
に
は
掲
載
さ
れ
な
い
単
語
で
あ
り
、
中
国

の
辞
典
の
中
で
は
、立
項
さ
れ
る
の
は
わ
ず
か
に『
漢
語
大
詞
典
』と
仏
教
辞
典
の
類
の
み
で
あ
る
。

『
漢
語
大
詞
典
』
に
は
厠
の
意
と
記
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
用
例
を
載
せ
て
い
な
い
。
中
国
の
仏

教
辞
典
の
類
に
お
い
て
は
そ
の
条
目
が
記
載
さ
れ
る
が
、『
禅
林
象
器
箋
』
や
『
洞
上
伽
藍
雑
記
』

等
の
日
本
の
文
献
の
記
述
を
引
用
し
て
概
要
を
記
述
す
る
だ
け
で
、
中
国
に
お
け
る
用
例
は
挙
げ

て
い
な
い
。
ま
た
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
辞
典
に
お
い
て
は
日
本
の
辞
典
や
文
献
の
記
載
を
そ

の
ま
ま
記
述
す
る
あ
ま
り
、
誤
っ
た
解
釈
を
行
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る）

18
（

。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
中

国
に
は
雪
隠
の
語
が
少
な
く
と
も
便
所
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
。

日
本
の
辞
典
に
お
い
て
は
、
国
語
辞
典
や
百
科
事
典
、
仏
教
辞
典
の
多
く
に
こ
の
語
を
収
録
す

る
が
、
雪
隠
の
語
源
説
に
つ
い
て
は
古
来
多
く
の
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
日
本
語
と
し

て
の
流
通
が
広
範
に
及
ん
だ
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
主
要
な
語
源
説
は
次
の
通
り
。

①
雪
峰
義
存
が
便
所
お
い
て
大
悟
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
説
。（『
大
漢
和
辞
典
』、『
仏
教
語
大

辞
典
』）

②
雪
竇
重
顕
が
霊
隠
寺
で
浄
頭
（
便
所
掃
除
の
役
）
を
三
年
の
あ
い
だ
行
っ
た
こ
と
に
由
来
す

る
説
。（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

②
―
イ　

雪4

竇
が
霊
隠4

寺
で
浄
頭
を
行
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

②
―
ロ　

雪4

竇
が
霊
隠
寺
に
隠4

潜
し
て
浄
頭
を
行
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。（『
禅
林
象
器
箋
』）

②
―
ハ　

雪
竇
が
霊
隠
寺
の
便
所
を
掌
る
役
に
居
て
大
悟
し
た
か
ら
。（『
大
漢
和
辞
典
』）

③
雪
竇
智
鑑
が
霊
隠
寺
で
浄
頭
を
行
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
説
。（『
岩
波
仏
教
辞
典
』）

④
西
浄
の
転
訛
。（『
禅
林
象
器
箋
』、『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

⑤
青
椿
の
転
訛
。（『
日
本
国
語
大
辞
典
』）

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
説
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
み
た
い
。

①
の
説
は
仏
教
辞
典
の
多
く
に
記
載
さ
れ
る
。『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
そ
の
出
典
を
『
烏
瑟
沙

摩
経
注
』
の
「
福
州
雪
峯
義
存
禅
師
、
常
在
掃
除
、
於
是
大
悟
、
故
名
矣
」
と
す
る
が
、
こ
の
出

典
に
つ
い
て
、
筆
者
は
諸
方
を
確
認
し
た
も
の
の
、『
烏
瑟
沙
摩
経
注
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
見

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
文
体
と
内
容
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
は
日
本
で
撰
述
さ
れ
た
典
籍
だ

と
思
わ
れ
る
。
筆
者
が
確
認
し
た
中
で
の
こ
の
説
の
初
出
は
、次
に
掲
げ
る『
書
言
字
考
節
用
集
』

（
享
保
二
年
〔
一
七
一
七
〕
刊
）
で
あ
る
。

雪
隠　

セ
ツ
井
ン　

厠
也
。
伝
云
、
福
州
雪
峯
義
存
禅
師
、
常
往
掃
除
、
於
是
得
大
悟
、
故

名
矣）

19
（

。

こ
こ
に
「
伝
云
」
と
し
て
記
さ
れ
る
内
容
は
、『
大
漢
和
辞
典
』
の
引
用
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

ま
た
、
江
戸
後
期
の
随
筆
で
あ
る
田
宮
仲
宣
『
鳴
呼
矣
草
』（
文
化
三
年
〔
一
八
〇
六
〕
刊
）
に

も
見
え
る）

20
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
説
に
は
疑
問
点
が
存
す
る
。
第
一
に
、
こ
の
説
が
雪
隠
の
語

源
だ
と
し
た
場
合
、
雪
は
雪
峯
の
雪
で
あ
る
と
し
て
、
隠
は
何
を
意
味
す
る
の
か
に
関
し
て
説
明

が
な
い
事
。
第
二
に
、
現
在
見
ら
れ
る
雪
峯
の
塔
銘
や
そ
の
他
雪
峯
の
行
状
を
記
す
禅
宗
典
籍
等

に
お
い
て
、
雪
峯
が
便
所
に
お
い
て
大
悟
し
た
と
い
う
話
は
確
認
で
き
な
い
事
。
②
の
雪
竇
重
顕

説
は
禅
宗
典
籍
に
根
拠
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
比
較
し
て
こ
の
説
は
根
拠
が
薄

弱
で
あ
る
。

③
の
説
は
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
第
二
版
に
載
る
説
で
、『
洞
上
伽
藍
雑
記
』
を
引
い
て
こ
の
説

を
述
べ
る
。
し
か
し
、『
洞
上
伽
藍
雑
記
』
で
は
義
堂
周
信
『
空
華
集
』
を
引
用
し
て
、「
雪
竇
智

鑑
」
で
は
な
く
雪
竇
重
顕
の
号
で
あ
る
明
覚
を
用
い
て
「
雪
竇
明
覚
」
と
記
載
さ
れ
る
の
で
、『
岩
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波
仏
教
辞
典
』
の
説
は
編
集
時
の
誤
謬
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
天
童
如
浄
の
師
で
あ
る
雪
竇
智
鑑
に

は
浄
頭
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
『
伝
光
録
』
天
童
如
浄
章
に
載
る
。
す
な
わ
ち
、
雪
竇
智
鑑
が

如
浄
に
「
曾
て
染
汚
せ
ざ
る
処
、
如
何
が
浄
得
せ
ん
」
と
い
う
問
い
を
与
え
、
如
浄
は
浄
頭
を
務

め
て
参
究
し
悟
っ
た
と
い
う
話）

21
（

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
雪
隠
の
語
源
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

⑤
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
載
る
説
で
そ
の
出
典
を
「
南
斉
異
志
」
と
す
る
。
こ
の
出
典
文

献
は
現
時
点
で
は
未
詳
で
あ
る
が
、あ
る
い
は
、江
戸
中
期
の
随
筆
で
あ
る
天
野
信
景
（
一
六
六
三

―
一
七
三
三
）の『
塩
尻
』巻
一
四
に
あ
る
次
の
記
載
が
そ
の
引
用
元
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

南
斉
異
志
云
、
蔽
厠
以
青
椿
、
葺
厠
以
黄
瓦
云
々
、
邪
香
椿
避
。（
続
草
木
志
ノ
五）

22
（

）

「
南
斉
異
志
」
に
つ
い
て
は
後
考
を
待
ち
た
い
が
、『
塩
尻
』
自
体
は
青
椿
を
雪
隠
の
語
源
と

し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
塩
尻
』
の
文
脈
に
お

い
て
こ
れ
を
読
む
と
、天
野
信
景
は
項
目
と
し
て
初
め
に「
厠　

思
按
所　

高
野　

雪
陰（

マ
マ
）

　

青
椿
」

と
記
し
、「
青
椿
」
を
便
所
の
異
名
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
雪
隠
の
語
源
で
あ
る
と

は
明
言
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
「
塩
尻
」
は
雪
隠
の
語
源
と
し
て
別
に
雪
竇
重
顕
説
を
挙

げ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
説
に
関
し
て
も
『
塩
尻
』
か
ら
見
れ
ば
、
雪
隠
↓
青
椿
と
い
う
変
化
の

可
能
性
を
示
す
だ
け
で
、
そ
の
逆
の
可
能
性
を
示
し
て
は
い
な
い
。

②
と
④
は
『
禅
林
象
器
箋
』
に
出
る
説
で
多
く
の
辞
書
に
採
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
禅
林

象
器
箋
』
は
「
西
浄
」
項
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

私
、
道
忠
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
日
本
で
は
俗
に
西
浄
を
雪
隠
と
呼
ぶ
。
雪
は
浄
め
る
意

味
で
、
彼
ら
は
そ
れ
を
西
浄
と
称
す
る
こ
と
を
却
っ
て
お
か
し
い
と
し
て
い
る
。
雪
が
も
し

浄
め
る
意
味
な
ら
ば
隠
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
竺
仙
和
尚
の
説
に
い
わ
く
、「
霊

隠
寺
の
浄
頭
寮
の
名
は
雪
隠
と
言
う
。
す
な
わ
ち
円
覚
寺
の
浄
頭
寮
の
二
つ
の
草
書
の
字
で

あ
る
。
ど
の
好
事
者
が
ま
ね
て
き
た
か
は
わ
か
ら
ぬ
」（『
浄
智
寺
録
』）
と
。
ま
た
、『
日
本

禅
刹
一
覧
』
に
、
建
仁
寺
に
も
雪
隠
の
字
を
掲
げ
た
と
あ
る
。
そ
れ
ら
は
み
な
雪
竇
禅
師
が

以
前
霊
隠
寺
に
て
浄
頭
職
に
隠
潜
し
て
い
た
こ
と
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
雪
隠
と

西
浄
と
は
唐
音
が
た
ま
た
ま
似
て
い
た
た
め
、
雪
隠
と
し
て
し
ま
い
、
本
来
の
名
を
失
っ
て

し
ま
っ
た
。
隠
は
隠
潜
の
意
味
で
あ
り
、
霊
隠
の
隠
を
取
る
べ
き
で
は
な
い
。
更
に
雪
隠
は

浄
頭
寮
の
扁
額
の
字
で
あ
る
の
で
西
浄
に
掲
げ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
す
ま
す
不
当
で
あ

る）
23
（

。

こ
の
よ
う
に
、『
禅
林
象
器
箋
』
で
は
②
の
説
を
否
定
し
た
上
で
、
④
の
説
を
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
、『
洞
上
伽
藍
雑
記
』「
東
司
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

日
本
の
東
福
寺
は
東
司
を
額
と
す
る
が
、
建
仁
寺
は
雪
隠
を
額
と
す
る
。
思
う
に
雪
竇
明
覚

禅
師
が
霊
隠
寺
で
三
年
間
浄
頭
を
勤
め
た
こ
と
か
ら
、
の
ち
に
そ
れ
を
称
え
て
雪
隠
の
名
称

が
で
き
、
現
在
（
便
所
の
）
呼
称
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う）

24
（

。

②
の
説
は
イ
、
ロ
、
ハ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
さ
れ
る
が
、
ど
れ
も
雪
竇
重
顕
が
霊

隠
寺
に
隠
潜
し
て
浄
頭
を
行
っ
た
と
い
う
『
禅
林
象
器
箋
』
や
『
洞
上
伽
藍
雑
記
』
の
説
に
由
る

も
の
で
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
読
め
ば
、
②
―
ハ
の
説
は
誤
り
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
雪

竇
重
顕
は
『
碧
巌
録
』
の
底
本
と
な
っ
た
『
雪
竇
頌
古
』
に
よ
っ
て
有
名
で
あ
る
。
以
下
に
見
る

よ
う
に
、
こ
の
説
は
禅
宗
典
籍
に
そ
の
起
源
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
宋
代
の
資
料
に

そ
の
よ
う
な
記
載
は
確
認
で
き
ず
、
そ
の
説
話
の
初
出
は
元
代
ま
で
下
る
。

こ
の
説
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
た
め
に
、
ま
ず
雪
竇
重
顕
の
伝
記
の
変
遷
に
つ
い
て
見
て
み
た

い
。
語
録
に
附
さ
れ
る
塔
銘
に
よ
れ
ば
、
雪
竇
重
顕
は
遂
州
（
四
川
省
）
に
生
ま
れ
、
受
戒
の
後

に
南
遊
し
、
随
州
（
湖
北
省
）
で
智
門
光
祚
の
も
と
で
頓
悟
す
る
。
そ
の
後
廬
山
（
江
西
省
）
を

経
て
、
池
州
（
安
徽
省
）
景
徳
寺
の
首
座
と
な
り
、
そ
こ
で
有
力
な
官
僚
で
あ
っ
た
曾
会
と
出
会

う
。
そ
の
後
再
度
南
遊
し
て
杭
州
に
至
り
、
し
ば
ら
く
し
て
蘇
州
洞
庭
の
翠
峯
に
住
持
し
、
曾
会

の
招
聘
で
雪
竇
山
資
聖
寺
の
住
持
と
な
る
。
以
上
が
塔
銘
に
記
さ
れ
る
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
霊

隠
寺
に
住
し
た
こ
と
は
記
さ
れ
ず
、
そ
の
間
の
消
息
に
つ
い
て
は
「
杭
州
に
南
遊
す
」
と
極
め
て

あ
い
ま
い
に
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
雪
竇
の
伝
に
霊
隠
寺
の
名
が
初
め
て
記
さ
れ
る
の
は
覚
範

慧
洪
『
禅
林
僧
宝
伝
』
巻
一
一）

25
（

で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
記
さ
れ
る
。
雪
竇
は

池
州
で
首
座
だ
っ
た
時
に
曾
会
に
出
会
い
、
曾
会
の
手
紙
を
得
て
霊
隠
寺
に
来
た
が
、
高
い
地
位

に
は
付
か
ず
千
人
以
上
の
大
衆
の
中
で
三
年
の
間
、
過
ご
し
た
。
そ
の
後
曾
会
が
霊
隠
寺
に
雪
竇

を
訪
ね
た
が
、
役
僧
の
中
に
雪
竇
は
見
当
た
ら
な
い
。
探
し
て
い
る
と
衆
僧
の
中
か
ら
雪
竇
を
見

つ
け
出
し
、
雪
竇
は
そ
こ
で
初
め
て
曾
会
か
ら
与
え
ら
れ
た
手
紙
を
取
り
出
し
た
。
そ
の
よ
う
な

雪
竇
に
対
し
て
曾
会
は
大
い
に
喜
び
、
そ
こ
で
雪
竇
は
洞
庭
に
出
世
を
果
し
た
。
以
上
が
『
禅
林

僧
宝
伝
』
に
出
る
話
の
概
略
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
雪
竇
が
霊
隠
寺
に
て
浄
頭
を
務
め
た
と
い
う
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話
は
出
な
い
。
管
見
の
限
り
で
は
、
雪
竇
が
浄
頭
職
を
担
っ
た
と
の
話
が
出
る
の
は
元
代
に
入
っ

て
、『
禅
林
備
用
清
規
』（
延
祐
四
年〔
一
三
一
七
〕跋
刊
）が
初
出
と
思
わ
れ
る
。
同
書
巻
七
に「
浄

頭
の
職
は
、（
中
略
）
雪
豆（
マ
マ
）は
霊
隠
に
お
い
て
、
牧
庵
妙
喜
は
宝
峰
会
中
に
お
い
て
、
み
な
こ
の

職
務
を
務
め
た）

26
（

」
と
あ
る
。
文
中
の
雪
豆
は
雪
竇
に
音
通
し
、
雪
竇
重
顕
を
指
す
。
ま
た
、
そ
れ

と
ほ
ぼ
同
年
代
の
月
江
正
印
（
一
二
六
七
―
一
三
五
〇
―
？
）
の
『
月
江
正
印
禅
師
語
録
』、
及

び
日
本
に
渡
来
し
た
竺
仙
梵
僊
（
一
二
九
二
―
一
三
四
八
）
の
『
竺
仙
禅
師
語
録
』
に
も
記
さ
れ
、

両
者
に
は
「
雪
隠
」
の
語
も
出
現
す
る
。
も
し
、
あ
る
程
度
キ
ャ
リ
ア
の
あ
っ
た
雪
竇
が
霊
隠
寺

の
大
衆
に
紛
れ
て
三
年
間
、
浄
頭
の
職
を
務
め
た
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
美

談
が
宋
代
の
文
献
に
記
さ
れ
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
こ
の
説
話
は
雪
竇
の
名
声
が
高
ま
る
に

つ
れ
て
そ
の
伝
に
附
加
さ
れ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

現
在
確
認
さ
れ
る
文
献
と
し
て
の
「
雪
隠
」
の
語
の
初
出
は
次
に
掲
げ
る
『
月
江
正
印
禅
師
語

録
』
に
見
ら
れ
る
「
贈
省
浄
頭
」
で
あ
る
。

擬
続
当
年
雪
隠
弦
、 

当
年
の
雪
隠
の
弦
を
続
け
ん
と
擬
さ
ば
、

行
菩
薩
行
更
加

。 

菩
薩
行
を
行
ず
る
こ
と
更
に

を
加
え
よ
。

驀
然
自
屎
不
覚
臭
、 

驀
然
と
し
て
自
ず
か
ら
屎
を
臭
し
と
覚
え
ざ
れ
ば
、

挿
翅
蒲
鞋
飛
上
天
。 

翅
を
挿
し
蒲
鞋
も
て
天
に
飛
び
上
ら
ん）
27
（

。

こ
れ
は
省
と
い
う
浄
頭
に
対
し
て
そ
の
職
を
励
む
よ
う
に
と
の
意
味
で
贈
ら
れ
た
偈
で
あ
る
。

こ
の
偈
の
み
で
は
「
雪
隠
の
弦
」
が
浄
頭
の
職
を
務
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
わ
か
る
が
、

雪
隠
の
語
と
雪
竇
と
の
関
係
は
確
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
月
江
正
印
に
は
別
に
「
振
寮
元
持
浄

求
警
策
」
と
い
う
文
が
あ
り
、
雪
竇
が
浄
頭
を
務
め
た
こ
と
を
最
も
高
く
評
価
す
る）

28
（

こ
と
か
ら
、

上
の
偈
に
見
え
る
雪
隠
は
雪
竇
が
浄
頭
を
務
め
た
話
を
指
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
次
に
見
る
『
竺
仙
禅
師
語
録
』
に
霊
隠
寺
の
浄
頭
寮
は
雪
隠
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ

る
か
ら
、
あ
る
い
は
月
江
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
雪
隠
の
語
を
使
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

月
江
よ
り
少
し
時
代
の
下
る
竺
仙
梵
僊
の
『
竺
仙
禅
師
語
録
』
は
、
元
代
の
禅
宗
界
に
お
い
て

雪
竇
重
顕
の
『
祖
英
集
』
が
高
く
評
価
さ
れ
、
読
ま
な
い
も
の
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
や
、
雪

竇
が
霊
隠
寺
で
浄
頭
を
担
っ
た
こ
と
、
そ
の
事
か
ら
霊
隠
の
浄
頭
寮
の
名
は
雪
隠
と
呼
ば
れ
る
こ

と
、
円
覚
寺
の
浄
頭
寮
の
名
も
ま
た
雪
隠
と
さ
れ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

私
が
少
年
だ
っ
た
こ
ろ
、人
々
は
つ
ね
に
（
雪
竇
重
顕
の
）『
祖
英
集
』
を
誦
え
る
の
を
見
て
、

自
分
も
そ
の
語
句
を
見
て
み
た
ら
、
雄
偉
で
あ
る
こ
と
と
て
も
す
ぐ
れ
、
そ
れ
を
慕
い
敬
っ

た
。
ま
た
そ
の
人
物
を
想
像
し
て
、
そ
の
優
れ
た
容
姿
や
気
概
は
、
四
角
い
あ
ご
に
大
き
な

耳
を
持
ち
、
巍
々
と
し
て
近
づ
き
が
た
い
、
そ
の
よ
う
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
し

て
雪
竇
を
訪
れ
、
衆
寮
前
の
石
碑
に
刻
ま
れ
た
頂
相
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
は
想
像
し
て
い

た
も
の
と
は
大
分
異
な
り
、
ま
っ
た
く
福
の
無
い
よ
う
に
見
え
て
そ
の
実
大
い
な
る
福
徳
を

備
え
る
、
そ
の
よ
う
に
見
え
た
。（
中
略
）
そ
の
大
い
な
る
福
徳
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ

ろ
う
。彼
は
昔
、霊
隠
寺
で
浄
頭
を
し
て
お
り
、今
の
霊
隠
寺
の
浄
頭
寮
の
名
は
雪
隠
と
言
う
。

そ
れ
は
今
の
円
覚
寺
の
浄
頭
寮
の
草
書
の
字
と
な
っ
て
い
る
。
ど
の
好
事
者
が
真
似
し
た
の

か
は
わ
か
ら
な
い
。
今
の
禅
者
で
少
し
知
識
の
あ
る
も
の
は
み
な
『
祖
英
集
』
を
読
ん
で
い

る
。
禅
を
説
く
長
老
が
も
し
雪
竇
の
言
葉
を
知
ら
な
い
と
言
っ
た
ら
、
そ
れ
は
笑
い
種
だ）

29
（

。

竺
仙
の
こ
の
説
は
雪
隠
と
雪
竇
重
顕
の
関
係
を
始
め
て
確
定
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
重
要
な
資

料
で
あ
る
。
現
在
の
辞
典
に
多
く
引
か
れ
る
義
堂
周
信
『
空
華
集
』
の
「
賀
浄
頭
頌
軸
序
」
は
こ

の
説
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。「
賀
浄
頭
頌
軸
序
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

む
か
し
の
宗
門
の
祖
師
が
発
心
し
て
仏
道
に
入
る
と
き
に
は
必
ず
ま
ず
何
度
も
諸
々
の
困
難

に
挑
み
、
雑
務
の
職
に
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
役
職
の
中
で
最
も
卑
し
く
、
人
が

と
て
も
嫌
が
る
も
の
に
、
持
浄
以
上
の
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
雪
竇
明
覚
は
大

衆
の
中
で
こ
の
役
職
を
霊
隠
寺
で
司
っ
た
。
今
に
至
る
ま
で
雪
隠
の
美
称
が
あ
る）

30
（

。

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
雪
隠
の
語
源
が
雪
竇
重
顕
の
顕
彰
に
関
わ
っ
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
は

元
代
の
中
国
禅
宗
叢
林
に
端
を
発
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、『
禅
林
象
器
箋
』
も
主
張
す
る
よ
う
に
、
以
上
の
三
点
の
用
例
に
お
い
て
、

雪
隠
が
意
味
す
る
の
は
、
雪
竇
の
浄
頭
行
を
称
え
て
後
人
の
亀
鑑
と
し
て
唱
え
ら
れ
、
そ
れ
が
浄

頭
寮
に
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
雪
隠
が
便
所
を
意
味
し
た
と
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

で
あ
る
。

雪
隠
の
額
は
霊
隠
寺
や
円
覚
寺
の
浄
頭
寮
に
掲
げ
ら
れ
た
が
、
便
所
に
雪
隠
の
額
を
最
初
に
掲

げ
た
の
は
建
仁
寺
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。『
禅
林
象
器
箋
』
で
は
建
仁
寺
に
雪
隠
が
額
と
し

て
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
が
、
そ
れ
が
便
所
の
額
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
一
方
、『
洞
上
伽
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藍
雑
記
』で
は
建
仁
寺
の
東
司
額
と
し
て
雪
隠
の
額
が
掲
げ
ら
れ
た
と
記
述
さ
れ
る
。そ
こ
で
、『
禅

林
象
器
箋
』
が
引
用
す
る
『
日
本
禅
刹
一
覧
』
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
『
和
漢
禅
刹
次
第
』
を

確
認
し
て
み
る
と
、
確
か
に
「
建
仁
寺
」
の
「
境
致
」
に
「
雪
隠
（
西
浄
）」
の
文
字
が
見
え
る）

31
（

。

こ
の
事
か
ら
、
近
世
初
頭
頃
に
は
雪
隠
が
建
仁
寺
の
便
所
の
額
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
説
は
後
に
江
戸
後
期
の
伴
蒿
蹊
『
閑
田
耕
筆
』（
享
和
元
年
〔
一
八
〇
一
〕
刊
）

巻
四
に
「
東
司
に
、
雪
隠
の
二
字
を
額
と
す
る
は
、
建
仁
寺
に
初
る）

32
（

」
と
明
確
に
主
張
さ
れ
る
。

建
仁
寺
の
便
所
に
雪
隠
の
額
が
い
つ
か
ら
掲
げ
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
り
、
こ
の

説
の
真
偽
に
つ
い
て
も
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
喜
田
川
守
貞
『
守
貞
謾
稿
』
に
は
、
近
世
後

期
の
民
間
に
お
い
て
、
関
西
で
は
「
せ
っ
ち
ん
」
の
語
が
多
く
用
い
ら
れ
、
江
戸
で
は
あ
ま
り
用

い
ら
れ
な
か
っ
た）

33
（

と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
京
都
に
あ
る
建
仁
寺
が
便
所
と
雪
隠
と
を
関
係

づ
け
た
と
い
う
説
を
わ
ず
か
な
が
ら
裏
付
け
る
も
の
と
言
え
る
。

確
認
さ
れ
る
中
で
便
所
と
し
て
の
雪
隠
と
雪
竇
重
顕
と
の
関
係
を
明
確
に
結
び
付
け
る
の
は
江

戸
時
代
中
期
の
文
献
で
あ
る
、仙
台
の
僧
、梅
国
の
『
桜
陰
腐
談
』（
宝
永
七
年
〔
一
七
一
〇
〕
序
、

正
徳
二
年
〔
一
七
一
二
〕
刊）

34
（

）
や
先
に
挙
げ
た
『
塩
尻
』（
巻
一
四
は
宝
永
二
年
〔
一
七
〇
五
〕

撰
述
と
推
定
さ
れ
て
い
る）

35
（

））
36
（

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
雪
が
雪
竇
重
顕
を
指
し
、
隠
が
霊
隠
寺

で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
上
で
、
上
記
『
空
華
集
』
を
引
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
後
に
は
、
無
著
道

忠
『
禅
林
象
器
箋
』（
寛
保
元
年
〔
一
七
四
一
〕
序
）
や
荊
巖
慧
璞
『
洞
上
伽
藍
雑
記
』（
明
和
七

年
〔
一
七
七
〇
〕
序
、
安
永
四
年
〔
一
七
七
五
〕
刊
）
が
撰
述
さ
れ
る
が
、
上
述
の
よ
う
に
、『
洞

上
伽
藍
雑
記
』
で
は
義
堂
周
信
の
説
を
支
持
す
る
一
方
、『
禅
林
象
器
箋
』
で
は
そ
れ
が
も
と
も

と
浄
頭
寮
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
、
西
浄
が
雪
隠
の
語
源
で
あ
る
と
す
る

説
に
立
つ
こ
と
か
ら
こ
の
説
を
否
定
し
て
い
る
。

④
の
説
に
つ
い
て
は
、『
禅
林
象
器
箋
』
が
「
西
浄
」
項
に
お
い
て
上
記
の
よ
う
に
説
明
す
る

も
の
だ
が
、
そ
こ
で
言
う
唐
音
と
は
い
わ
ゆ
る
唐
宋
音
の
こ
と
で
、
鎌
倉
時
代
以
降
に
輸
入
さ
れ

た
日
本
漢
字
音
で
あ
っ
て
、中
国
で
の
発
音
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。「
西
浄
」
は
唐
宋
音
で
「
セ

イ
チ
ン
」と
読
ま
れ
る
。
で
は「
セ
ッ
チ
ン
」は
唐
宋
音
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
に
、

そ
も
そ
も
便
所
を
指
す
「
雪
隠
」
と
言
う
語
は
口
語
と
し
て
中
国
で
使
わ
れ
た
形
跡
が
確
認
で
き

な
い
た
め
、
鎌
倉
―
室
町
期
に
中
国
語
か
ら
日
本
語
に
雪
隠
の
唐
宋
音
が
移
植
さ
れ
た
可
能
性
は

低
い
。
ま
た
、
雪
隠
を
漢
音
で
読
め
ば
「
セ
ツ
イ
ン
」
で
あ
り
、「
セ
ッ
チ
ン
」
は
そ
の
音
便
化

と
も
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
『
禅
林
象
器
箋
』
の
説
に
基
づ
い
て
西
浄
と
雪
隠
の
関
係
を
考
え
る

の
で
あ
れ
ば
、
西
浄
の
唐
宋
音
で
あ
る
セ
イ
チ
ン
と
雪
隠
（
セ
ツ
イ
ン
）
の
音
便
化
で
あ
る
セ
ッ

チ
ン
が
日
本
語
音
と
し
て
近
接
し
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
で
雪
隠
が
西
浄
（
＝
便
所
）
を
指
す
言

葉
と
し
て
代
用
さ
れ
た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、『
禅
林
象
器
箋
』
の
こ
の

よ
う
な
説
も
検
討
を
要
す
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
東
浄
と
西
浄
と
を
対
照
的
に
明
示
し
た

資
料
と
し
て
は
『
五
山
十
刹
図
』
や
『
幻
住
庵
清
規
』
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
こ
れ
ら
二

つ
の
単
語
が
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
他
の
清
規
も
含
め
て
、

西
序
の
使
う
便
所
が
西
浄
で
東
序
の
使
う
便
所
が
東
浄
な
ど
と
い
う
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。更
に
、

中
国
の
文
献
に
お
い
て
便
所
を
表
す
意
味
で
の
西
浄
の
語
を
単
独
で
用
い
た
資
料
は
発
見
さ
れ
て

い
な
い
。
西
浄
と
い
う
語
は
近
世
日
本
で
は
便
所
を
表
す
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

が
、中
国
に
お
い
て
は
そ
れ
が
便
所
を
指
す
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
は
、
西
浄
と
雪
隠
と
は
語
源
と
し
て
は
無
関
係
で
あ
る
可
能
性
や
、
雪
隠

と
い
う
言
葉
が
便
所
を
表
す
言
葉
と
し
て
定
着
し
た
あ
と
に
西
浄
と
の
関
係
が
附
加
さ
れ
た
可
能

性
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
を
確
定
す
る
た
め
に
は
西
浄
と
い
う
言
葉
の
時
代
的
な
使
用
状
況

を
細
か
に
確
認
し
て
雪
隠
の
使
用
状
況
と
比
較
検
討
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関

し
て
は
現
時
点
で
は
未
詳
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
雪
隠
の
語
源
と
し
て
は
次
の
事
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
雪
隠
と
い

う
語
の
初
出
は
元
代
の
月
江
正
印
「
贈
省
浄
頭
」
で
あ
り
、
雪
竇
重
顕
が
霊
隠
寺
で
浄
頭
を
務
め

た
こ
と
に
端
を
発
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
説
話
自
体
は
雪
竇
重
顕
に
対
す
る
評
価
の
高
ま
り
に

伴
っ
て
、
元
代
に
な
っ
て
広
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
中
国
に
お
い
て
雪
隠
と
い
う

語
に
便
所
と
い
う
意
味
は
な
く
、
雪
隠
と
は
浄
頭
を
務
め
た
雪
竇
重
顕
を
顕
彰
し
、
後
人
の
持
浄

行
を
激
励
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
雪
隠
は
も
と
も
と
霊
隠
寺
の
浄
頭
寮
に
掲
げ
ら
れ
た
額
で
、
日

本
で
は
円
覚
寺
浄
頭
寮
に
も
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
の
説
話
は
竺
僊
梵
仙
を
経
て
義
堂
周
信
「
賀
浄
頭

頌
軸
序
」
に
も
継
承
さ
れ
、
そ
れ
が
後
代
に
便
所
の
意
味
で
の
雪
隠
と
雪
竇
を
つ
な
ぐ
直
接
の
根

拠
と
な
っ
た
が
、
義
堂
周
信
の
時
点
で
は
雪
隠
が
便
所
を
表
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
雪
隠

の
語
が
日
本
語
と
し
て
便
所
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
発
端
と
し
て
は
、
建
仁
寺
の
便
所
額
と
し
て
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掲
げ
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
説
や
、
西
浄
が
雪
隠
と
な
ま
っ
た
と
の
説
が
あ
っ
て
、
そ

の
確
定
は
困
難
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
雪
隠
と
い
う
語
自
体
は
雪
竇
重
顕
に
関
係
す
る
こ

と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
は
義
堂
周
信
以
降
、
近
世
以
前
に
日
本
語
と
し
て
定
着
し
民
間
で
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
結
び

以
上
、
東
司
と
雪
隠
と
い
う
禅
宗
と
関
係
の
深
い
便
所
の
呼
称
の
語
源
に
つ
い
て
、
そ
の
説
の

展
開
を
含
め
て
考
察
を
行
っ
た
。語
源
に
つ
い
て
は
辞
書
で
行
わ
れ
て
い
る
説
の
検
討
を
通
し
て
、

あ
る
程
度
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
未
詳
の
部
分
も
依
然
と
し
て
多
い
。
ま
た
、
語
源
説
や

そ
の
発
展
に
つ
い
て
は
ま
だ
遺
漏
し
た
資
料
も
あ
る
と
思
わ
れ
、
今
後
修
正
が
必
要
に
な
る
可
能

性
も
あ
る
。
確
実
に
言
え
る
こ
と
は
、多
く
の
辞
書
は
一
般
的
に
信
用
性
の
高
い『
禅
林
象
器
箋
』

の
説
に
拠
っ
て
い
る
が
、
当
書
の
少
な
く
と
も
東
司
と
雪
隠
の
語
に
関
し
て
は
全
面
的
に
肯
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
然
な
が
ら
、『
禅
林
象
器
箋
』
と
い
え
ど
も
、
一
つ
一
つ
検
証
す
る
作

業
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

東
司
や
雪
隠
の
語
の
解
釈
と
し
て
は
、
本
文
中
に
挙
げ
た
も
の
以
外
に
も
諸
説
存
在
す
る
。
例

え
ば
、
江
戸
後
期
の
随
筆
『
卯
花
園
漫
録
』
で
は
雪
隠
を
便
所
の
総
称
と
し
、
東
に
あ
る
の
を
東

司
、
西
を
西
浄
、
南
を
厠
、
北
を
後
架
で
あ
る
と
し
て
方
角
に
充
て
て
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
解
釈
す

る）
37
（

。
ま
た
、
江
戸
期
の
寺
院
建
築
書
で
は
四
季
に
充
て
て
春
は
東
司
、
夏
は
清
浄
、
秋
は
閑
所
、

冬
は
雪
隠
と
す
る
説）

38
（

も
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
の
根
拠
は
確
認
で
き
ず
、
俗
説
の
類
と

言
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
あ
え
て
本
論
で
は
触
れ
な
か
っ
た
。

本
論
で
は
便
所
の
語
彙
の
語
源
の
研
究
を
通
し
て
、
禅
宗
文
化
の
展
開
に
つ
い
て
も
論
じ
た
。

た
と
え
ば
、
東
司
の
初
出
文
献
を
検
討
す
る
際
に
『
趙
州
録
』
の
東
司
の
語
の
初
出
を
論
じ
、
雪

隠
の
語
源
を
検
討
す
る
際
に
雪
竇
重
顕
の
伝
記
の
発
展
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
雪
竇
重
顕
が

持
浄
を
担
っ
て
い
た
話
が
元
代
に
な
っ
て
出
て
く
る
こ
と
は
、
雪
竇
の
評
価
高
ま
り
の
指
標
と
な

る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
禅
宗
思
想
史
か
ら
見
た
場
合
、
持
浄
職
へ
の
重
視
の
高
ま
り
は
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
。

便
所
の
語
彙
に
つ
い
て
は
東
司
や
雪
隠
等
の
他
に
漢
語
に
限
っ
て
み
て
も
「
屏
厠
」
や
「
圊
」、

「
溷
」、「
後
架
」、「
厠
所
」
等
の
様
々
な
表
現
が
歴
史
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
語
の

使
用
状
況
の
歴
史
的
変
遷
や
、
そ
の
語
が
内
包
す
る
意
味
を
複
合
的
に
考
え
れ
ば
、
ま
た
便
所
の

語
彙
に
つ
い
て
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
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註
（
1
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本
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四
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師
範
大
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院
副
教
授
劉
勤
（
劉
彦
序
）
と
駒
澤
大
学
大
学
院
仏
教
学
専
攻
博
士
後

期
課
程
大
澤
邦
由
と
の
共
同
研
究
の
一
部
で
あ
る
。
本
研
究
は
「
中
国
厠
神
信
仰
考
論
」
に
よ
っ
て

二
〇
一
四
年
国
家
社
科
基
金
項
目
（14CZW

064

）
を
受
け
て
い
る
。
資
料
の
収
集
及
び
検
討
は
共

同
で
行
っ
た
が
、
本
論
の
執
筆
の
責
任
は
大
澤
に
あ
る
。

（
2
） 「
銭
弋
郎
中
訪
真
浄
說
、
話
久
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欲
登
溷
、
浄
令
行
者
引
従
西
辺
去
、
銭
遽
云
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是
東
司
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為
什

麼
却
向
西
去
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浄
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多
少
人
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東
辺
討
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大
正
蔵
』
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四
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冊
九
四
九
頁
中
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（
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庵
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架
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ち
糞
穢
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聚
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を
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て
東
浄
・
西
浄
と
為
す
（
後

架
乃
糞
穢
之
聚
、
其
称
為
東
浄
西
浄
）」（『
卍
続
蔵
』
第
六
三
冊
五
八
〇
頁
下
段
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と
あ
る
。

（
4
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永
井
政
之
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烏
瑟
沙
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明
王
信
仰
研
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試
論
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鈴
木
哲
雄
編
『
宋
代
禅
宗
の
社
会
的
影
響
』
所
収
、

山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

（
5
） 

郭
作
飛
『「
張
協
状
元
」
詞
彙
研
究
』、
巴
蜀
書
舎
、
二
〇
〇
八
年
、
四
八
頁
。

（
6
） 「
今
南
方
釈
氏
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東
司
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其
典
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大
正
蔵
』
第
五
四
冊
三
〇
〇
頁
中
段
）

（
7
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釈
氏
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覧
』
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び
そ
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著
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の
道
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に
つ
い
て
は
、
富
世
平
校
注
『
釈
氏
要
覧
校
注
』（
中
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華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）「
前
言
」
を
参
照
。

（
8
） 「
唐
土
於
南
方
、
咸
呼
東
司
、
然
未
知
其
拠
。」（『
曹
洞
宗
全
書
』
第
四
冊
八
五
二
頁
上
段
）

（
9
） 
横
山
秀
哉
『
禅
宗
建
築
の
研
究　

第
３
編　

禅
宗
伽
藍
殿
堂
の
研
究
』、
一
九
五
八
年
。

（
10
） 
秋
月
龍
珉
『
禅
の
語
録
一
一　

趙
州
録
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
、
三
八
九
頁
。

（
11
） 

原
本
は
大
乗
寺
所
蔵
、
現
在
は
石
川
県
立
美
術
館
に
委
託
保
管
と
な
っ
て
い
る
。『
影
印
本　

曹
洞

宗
宗
宝　

五
山
十
刹
図　

二
巻
』（
教
行
社
、
一
九
九
四
年
）
に
影
印
本
が
あ
る
。

（
12
） 

横
山
秀
哉
「
禅
宗
建
築
随
想
」、
横
山
正
編
『
叢
書
禅
と
日
本
文
化　

第
五
巻　

禅
と
建
築
・
庭
園
』、

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
五
頁
。

（
13
） 

水
野
弥
穂
子
訳
注
『
正
法
眼
蔵
』
六
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
五
頁
。

（
14
） 「
従
今
已
後
応
作
廁
屋
、
廁
屋
不
得
在
東
在
北
、
応
在
南
在
西
、
開
風
道
。」（『
大
正
蔵
』
第
二
二
冊

五
〇
四
頁
上
段
）

（
15
） 『
大
正
蔵
』
第
二
四
冊
二
四
七
頁
上
段
や
同
六
四
七
頁
中
段
を
参
照
。

（
16
） 「
中
国
伽
藍
門
皆
東
向
故
、
仏
塔
廟
宇
皆
向
東
開
、
乃
至
厨
廁
亦
在
西
南
、
由
彼
国
東
北
風
多
故
。

神
州
尚
西
為
正
陽
、
不
必
依
中
土
法
也
。」（『
大
正
蔵
』
第
四
〇
冊
一
三
四
頁
上
段
）

（
17
） 「
今
此
厨
廁
多
在
東
北
、
亦
以
南
西
風
多
故
也
。」（『
大
正
蔵
』
第
四
〇
冊
三
九
八
頁
下
段
）

（
18
） 

例
え
ば
、『
丁
福
保
仏
学
大
辞
典
』「
西
浄
」
項
で
は
『
禅
林
象
器
箋
』
の
記
述
を
も
と
に
「
唐
霊
隠

浄
頭
寮
（
掃
除
払
之
寮
）
扁
額
之
文
字
也
」
と
解
釈
さ
れ
る
が
、「
唐
霊
隠
」
の
「
唐
」
と
は
唐
代

の
意
味
で
な
い
。
ま
た
、『
仏
光
大
詞
典
』
の
「
雪
隠
」
項
で
は
「
或
以
唐
代
『
雪
隠
』
之
音
与
『
西

浄
』
相
近
」
と
記
載
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
『
禅
林
象
器
箋
』
の
「
唐
音
」
を
唐
代
の
発
音
と
誤
っ
た

解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
後
述
の
よ
う
に
「
唐
音
」
と
は
唐
代
を
指
す
の
で
は
な
く
、
日
本
漢
字
音
の

一
つ
で
あ
る
「
唐
宋
音
」
を
指
す
。

（
19
） 『
書
言
字
考
節
用
集
』、
東
光
山
文
庫
（
曹
源
寺
内
）、
二
〇
〇
〇
年
、
一
四
七
頁
。

（
20
） 

田
宮
仲
宣
『
鳴
呼
矣
草
』、『
日
本
随
筆
大
成
』〈
第
一
期
〉
一
九
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、

二
一
八
頁
。

（
21
） 

東
隆
真
著
『
現
代
語
訳　

伝
光
録
』、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
一
年
、
四
四
八
頁
。

（
22
） 

天
野
信
景
『
塩
尻
』
巻
一
四
、『
日
本
随
筆
大
成
』〈
第
三
期
〉
一
三
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
、

三
〇
二
頁
。

（
23
） 「
忠
曰
、
和
俗
呼
西
浄
為
雪
隠
。
謂
雪
浄
之
也
。
見
其
称
西
浄
、
却
為
怪
焉
。
雪
若
浄
之
義
、
則
隠

又
何
義
？
按
竺
仙
和
尚
説
云
、「
霊
隠
浄
頭
寮
名
曰
雪
隠
、
即
今
円
覚
浄
頭
寮
二
草
字
、
不
知
何
人

好
事
者
摸
来
」（『
浄
智
寺
録
』）
又
按
『
日
本
禅
刹
一
覧
』、
建
仁
寺
亦
掲
雪
隠
字
。
皆
用
雪
竇
禅
師

曾
在
霊
隠
、
隠
潜
於
浄
頭
職
之
事
。
然
雪
隠
西
浄
唐
音
適
近
、
遂
以
為
雪
隠
、
而
失
本
名
。
隠
者
隠

潜
義
、
非
取
霊
隠
之
隠
也
。
況
復
雪
隠
是
浄
頭
寮
扁
字
、
而
不
宜
扁
于
西
浄
。
益
見
不
当
也
。」（『
禅

林
象
器
箋
』、
五
六
頁
）

（
24
） 

日
本
東
福
寺
額
東
司
、
建
仁
寺
扁
雪
隠
、
蓋
雪
竇
明
覚
禅
師
在
霊
隠
三
歳
、
勤
浄
頭
、
故
後
来
美
之

有
雪
隠
之
称
、
今
為
之
唱
呼
。（『
曹
洞
宗
全
書
』、
第
四
冊
八
五
二
頁
）

（
25
） 『
卍
続
蔵
』
第
七
九
冊
五
一
五
頁
上
段
。

（
26
） 「
浄
頭
之
職
（
中
略
）
雪
豆
在
霊
隠
、
牧
庵
妙
喜
宝
峰
会
中
。
皆
服
勤
斯
務
矣
。」『
卍
続
蔵
』
第

六
三
冊
六
四
九
頁
上
段
。

（
27
） 『
卍
続
蔵
』
第
七
一
冊
一
四
九
頁
上
段
。

（
28
） 「
振
寮
元
持
浄
求
警
策
」
は
次
の
よ
う
に
説
く
。「
糞
器
を
執
持
し
、

垢
衣
を
著
し
、
浄
に
入
り
穢

に
入
り
、
水
に
入
り
泥
に
入
り
、
日
用
に
常
に
三
昧
を
行
じ
、
古
德
の
風
規
を
発
揮
せ
よ
。
趙
州
は

東
司
頭
に
、
仏
法
を
說
か
ず
、
狼
籍
は
少
な
か
ら
ず
。
湛
堂
は
指
甲
上
に
、
光
を
放
ち
地
を
動
か
し
、

誠
に
自
ら
欺
か
ず
。
生
の
ほ
う
き帚
と
破
の
糞
箕
。
便
宜
を
得
れ
ば
是
れ
便
宜
に
落
ち
ん
。
這
の
般
の
標

致
、
誰
か
相
似
せ
ん
。
靈
鷲
山
中
に
隱
之
有
り
。（
執
持
糞
器
、
著

垢
衣
、
入
淨
入
穢
、
入
水
入
泥
、

日
用
常
行
三
昧
、
發
揮
古
德
風
規
。
趙
州
東
司
頭
、
不
說
佛
法
、
狼
籍
不
少
。
湛
堂
指
甲
上
、
放
光

動
地
、誠
不
自
欺
。
生

帚
破
糞
箕
、得
便
宜
是
落
便
宜
。
這
般
標
致
誰
相
似
、靈
鷲
山
中
有
隱
之
。）

（『
卍
続
蔵
』
七
一
冊
一
五
五
頁
中
段
）
こ
の
文
章
も
持
浄
の
者
を
激
励
す
る
た
め
に
記
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。「
隠
之
」
は
雪
竇
の
字
で
あ
り
、
雪
竇
重
顕
を
模
範
と
せ
よ
と
す
る
。

（
29
） 「
山
僧
少
年
時
、
毎
見
人
誦
『
祖
英
集
』。
自
亦
観
其
語
句
、
雄
偉
超
拔
、
亦
慕
敬
之
。
乃
想
其
人
物

必
英
姿
気
慨
、
方
頤
大
耳
、
巍
巍
不
可
近
者
。
及
遊
雪
竇
、
観
衆
寮
前
石
碑
所
鐫
頂
相
、
大
不
相
似

心
中
所
想
者
、
如
絶
無
福
之
人
、
而
有
大
福
。（
中
略
）
其
大
福
従
何
而
來
、
他
昔
在
霊
隠
做
淨
頭
、

今
霊
隠
浄
頭
寮
名
曰
雪
隠
、
即
今
円
覚
浄
頭
寮
二
草
字
即
是
。
不
知
何
人
好
事
者
摸
來
。（
中
略
）

在
今
禅
和
子
稍
有
智
識
者
、
那
箇
不
看
『
祖
英
集
』
凡
做
長
老
説
禅
者
？
若
曰
不
識
雪
竇
語
、
亦
是

好
笑
。」（『
大
正
蔵
』
第
八
〇
冊
四
二
〇
頁
中
段
）

（
30
） 「
古
之
宗
門
祖
師
発
心
入
道
必
先
歴
試
諸
難
、
而
役
于
雑
務
職
。
職
之
最
卑
、
而
人
所
甚
悪
、
莫
過

乎
持
浄
。
然
若
雪
竇
明
覚
居
衆
司
此
職
于
霊
隠
、至
今
有
雪
隠
之
美
称
。」（『
空
華
集
』
巻
一
一
、『
五

山
文
学
全
集
』
第
二
巻
、
思
文
閣
、
一
九
七
三
年
、
一
六
三
七
頁
）

（
31
） 

駒
澤
大
学
図
書
館
蔵
本
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
写
、
一
一
丁
裏
。
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（
32
） 『
日
本
随
筆
大
成
』〈
第
一
期
〉
一
八
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
二
八
一
頁
。

（
33
） 

江
戸
時
代
後
期
に
著
さ
れ
た
喜
田
川
守
貞
『
守
貞
謾
稿
』
は
「
厠　

俗
に
雪
隠
と
云
ふ
。
京
坂
俗
は
、

常
に
訛
り
て
「
せ
ん
ち
」
と
云
ふ
も
あ
り
。
婦
女
は
「
こ
う
か
」
あ
る
い
ひ
は
手
水
場
と
云
ふ
な
り
。

男
も
人
前
等
に
は
、
て
う
づ
ば
と
云
ふ
な
り
。
江
戸
に
て
は
、
男
女
と
も
に
常
に
「
こ
う
か
」
と
云

ふ
な
り
。
ま
た
、
て
う
づ
ば
と
も
云
ふ
。「
せ
つ
い
ん
」
と
云
ふ
は
稀
な
り
。」（『
近
世
風
俗
志
（
守

貞
謾
稿
）』（
一
）、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
一
〇
三
頁
）
と
記
す
。

（
34
） 

梅
国
『
桜
陰
腐
談
』
巻
一
、
吉
田
長
右
衛
門
等
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
刊
、
三
六
丁
表
。

（
35
） 『
日
本
随
筆
大
成
』〈
第
三
期
〉
一
三
の
『
塩
尻
』
の
解
題
（
上
掲
書
、
六
頁
）
を
参
照
。

（
36
） 

天
野
信
景
『
塩
尻
』
巻
一
四
、
上
掲
書
、
三
〇
二
頁
。

（
37
） 

石
上
宣
続
『
卯
花
園
漫
録
』
巻
二
、『
日
本
随
筆
大
成
』〈
第
二
期
〉
二
三
、一
九
七
四
年
、
七
八
頁
。

ま
た
、
李
家
正
文
『
厠
考
』
も
そ
の
由
来
を
方
角
に
あ
て
て
、
東
に
あ
る
も
の
を
東
司
、
西
を
西
浄
、

南
を
登
司
、
北
を
雪
隠
と
解
釈
す
る
（
三
七
頁
）
が
、
こ
の
根
拠
は
不
明
。

（
38
） 

河
田
克
博
『
日
本
建
築
古
典
叢
書　

第
三
巻　

近
世
建
築
書
―
堂
宮
雛
形
２　

建
仁
寺
流
』、
大
龍

堂
書
店
、
一
九
八
八
年
、
八
〇
頁
・
九
七
頁
等
。

 

（
お
お
さ
わ
く
に
よ
し　

駒
澤
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
仏
教
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

 

（Liu Q
in　

四
川
師
範
大
学
文
学
院
副
教
授
）
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